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議案第１号 

2025 年度事業報告並びに収支決算報告について 

１．事業報告 

（１）会務関係 

年 月 日 内  容 

７ 

４ 

１ 第１回広報部会 

１１ 第１回生活環境部会 

１７ 第１回福祉安全部会 

２１ 第１回健全育成部会 

２５ 町会長協議会に対する「地域づくり協議会」説明会 

５ 
７ 第２回広報部会 

１２ 第１回地域振興部会「にしなりの昔を知ろう：瀬部編」 

６ 

３ 第３回広報部会 

６ 第２回生活環境部会 

９ 第２回健全育成部会 

１１ 第１回執行役員会 

１９ 第２回福祉安全部会 

７ 

１ 第４回広報部会 

７ 
第２回地域振興部会「にしなりの昔を知ろう：特別講師編」 

第３回地域振興部会「にしなり探検隊２０２５」 

３０    福祉安全部会（防犯事業） 

８ 

１ 第３回生活環境部会 

４ 第３回健全育成部会 

５ 「たすけあい避難名簿」説明会 福祉安全部会 

第５回広報部会 

２１ 第３回福祉安全部会 

２２ 第４回地域振興部会「にしなり探検隊２０２５」 

９ 
１ 

第５回地域振興部会「にしなりの昔を知ろう：春明編」 

福祉安全部会（敬老会祝品作業） 

２ 第６回広報部会 
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年 月 日 内  容 

７ 

１０ 

３ 第４回生活環境部会 

７ 第７回広報部会 

１４ 第４回健全育成部会 

１６ 第４回福祉安全部会 

２１ 第６回地域振興部会「にしなり探検隊２０２５」 

１１ 

４ 第８回広報部会 

１０ 第７回地域振興部会「にしなりの昔を知ろう：浅野編」 

１１ 第２回執行役員会 

１２ 

２ 第９回広報部会 

５ 第５回生活環境部会 

８ 第８回地域振興部会「写真コンテスト：審査会」 

１５ 第５回健全育成部会 

１８ 第５回福祉安全部会 

８ 

１ 
６ 第１０回広報部会 

１９ 第９回地域振興部会「写真コンテスト：表彰式」 

２ 

３ 第１１回広報部会 

９ 第６回健全育成部会 

１３ 第６回生活環境部会 

１９ 第６回福祉安全部会 

３ 

２ 第１０回地域振興部会「にしなりの昔を知ろう：特別企画」 

３ 第１２回広報部会 

６ 役員会 

１３ 監査会 

２５ 総会 
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（２）事業内容 

 

ア.福祉安全部会関係 

月/日 内 容 場所等 参加人数等 

随時 

【防犯】 

1.防犯「のぼり旗」の配布 

破損や劣化したものを随時交換 

各町内 約 100 枚 

8/下旬 2.小中学校への助成 各小中学校 － 

12/下旬 3.防犯パトロール隊（青パト）への助成 
西成・西成東部

中学校区 
－ 

9/1 

～ 

9/30 

【敬老会】 

1.満 77 歳以上の長寿のお祝い 

(1)西成連区の対象者数は 5,367 人(7/1 時点) 

(2)対象者全員に祝品「ユニー商品券（1,000

円分）」を贈呈 

瀬部校区 

西成校区 

赤見校区 

浅野校区 

1,453 人 

2,065 人 

1,652 人 

1,197 人 

8/5 
【見守りネットワーク】 

・「たすけあい避難名簿」の説明会を実施 
西成公民館 約 80 人 

12/7 

【防災】 

・防災備蓄倉庫の開示・説明、簡易ベッド、

簡易トイレの組立、AED 講習、消火器訓練

等、記念品（防災備蓄食糧）の配布 

西成東小学校 
 

約 60 人 

11/27 
【認知症サポーター養成講座】 

・西成中学校にて実施 
西成中学校 － 

11/1～

2/19 

【西成おもいやり川柳コンテスト】 

・11/1～12/26 応募受付（応募件数 67 件） 

・1/26 選考会 2/19 表彰式 

西成公民館 － 

 

イ.生活環境部会関係 

月/日 内 容 場所等 参加人数等 

随時 

【環境美化】 

1.啓発 

(1)ごみゼロ「のぼり旗」の配布 

破損や劣化したものを随時交換 

 

各町内 

 

約 100 枚 

05/1 

10/1 

(2)小中学校に「横断幕とのぼり旗」を掲出 

 5 月 1 日～31 日、10 月 1 日～31 日 
各小中学校 － 

10/上旬 
(3)ごみゼロ運動「ポスター」の作製及び配布 

 町内会(54 町内)、小中学校(8 校) 

各町内 

各小中学校 
200 枚 
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10/25 

【環境美化】 

2.清掃活動 

(1)連区一斉ごみゼロ運動の実施 

 連区の統一実施日を 10 月 25 日(土)と決定

し、各町内会へ依頼した。参加町内会へ軍手

を配布した。また、西成中学校、西成東部中

学校、南部中学校の生徒と連携して、自分の

住んでいる町内の清掃活動を実施 

各町内 

47 ケ所 
－ 

(2) ごみゼロ運動スタート式の実施 

市長を招き、浅野校区内でごみゼロ運動スタ

ート式（セレモニー）を実施 

浅野八剱 

浅野公園 
約 50 人 

6/中旬 

3.通学路花いっぱい運動 

(1)春季通学路花いっぱい運動 

 柚木颪交差点付近 

マリーゴールド 

培養土 

112 株 

005 袋 

10/下旬 

(2)秋季通学路花いっぱい運動 

 小学校の通学路周辺の適地に有志の協力を

得て実施 

 

ビオラ 

培養土 

 

2,024 株 

0,200 袋 

4/1 

～ 

3/31 

4.アダプトプログラムへの登録及び活動 

 国道 155 号線を、出張所を中心に東西 1 信

号の区間を「にしなり美化 155 会（生活環

境部会員）」で月 1 回の清掃活動を実施 

－ － 

 

 

10/9 

10/16 

10/23 

10/30 

11/13 

【公民館】 

1. 成人・高齢者学習事業（成人講座） 

(1)落語「健康は笑いが一番」 

(2)坊さん漫才 

(3)元気で長生きを目指す！「フレイル予防講座」 

(4)落語「笑顔と健康が一番」 

(5)社会見学 多治見ﾓｻﾞｲｸﾐｭｰｼﾞｱﾑ見学ほか 

 

 

西成公民館 

西成公民館 

西成公民館 

西成公民館 

 

 

 

51 人 

52 人 

47 人 

47 人 

43 人 

 

9/10 

9/17 

9/24 

10/1 

10/15 

2.女性学習事業(女性学級) 

(1)チョコレートの世界へようこそ 

(2)世代のちがう家庭内のふれあい方 

(3) オカリナギターコンサート 

(4) マジックショー「あなたをマジックの世界へ」 

(5)社会見学 犬山城と城下町散策ほか 

 

西成公民館 

西成公民館 

西成公民館 

西成公民館 

 

 

45 人 

35 人 

63 人 

43 人 

26 人 

 

9/28 

9/28 

10/12 

10/25 

3.体育レクリエーション事業(運動会) 

 西成校区 

 浅野校区 

 瀬部校区 

 赤見校区（小学校運動会と合同） 

 

西成東小 

浅野小 

瀬部小 

赤見小 

 

約 1,600 人  

約 1,400 人  

約 1,000 人  

約 700 人  

 

9/21 

10/19 

11/30 

4.体育レクリエーション事業(スポーツ大会) 

(1)ビーチボール大会 

(2)ソフトボール大会 

(3)女子バレーボール大会 

 

西成小学校他 

瀬部ｽﾎﾟｰﾂ広場 

赤見小学校 

 

70 人 

50 人 

47 人 

2/7 

2/8 

5.学習発表会事業(西成文化展) 

 書画・写真などの各種作品を展示 

 

西成公民館 

 

中止 
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9/5 

～ 

9/19 

【高齢者の生きがいと健康づくり】 

1.教養講座 

(1)瀬部校区：計４回開催 

 「血圧を知ることから始める健康づくり 

（第 2 次健康日本 21 いちのみや計画推進講座）」 

 

時之島 

公民館他 

 

延べ 

96 人 

10/1 

～ 

10/22 

(2)西成校区：計４回開催 

 「今から始める血管ボロボロ対策    

（第 2 次健康日本 21 いちのみや計画推進講座）」 

西大海道 

公民館他 

延べ 

83 人 

10/14 

～ 

11/4 

(3)赤見校区：計４回開催 

 「甘くないんです～糖尿病の話～    

（第２次健康日本 21 いちのみや計画推進講座）」  

西成公民館他 
延べ 

134 人 

10/9 

～ 

10/16 

(4)浅野校区：計４回開催 

 「減らそう、なくそう、食品ロス！」  
野口公民館他 

延べ 

109 人 

4/1 

～ 

3/31 

2.趣味クラブ活動の支援 

 書道、グラウンドゴルフ 
西成公民館他 

会員数 

42 人 

 

ウ.健全育成部会関係 

月/日 内 容 場所等 参加人数等 

随時 

【交通安全】 

 1.交通安全「のぼり旗」の配布 

破損や劣化したものを随時交換 

 

各町内 

 

約 100 枚 

 

12/4 

2/下旬 

2.交通安全資機材などの配布 

西成連区老人クラブ連合会新規クラブ員 

小中学校(8 校)、保育園(6 園) 

 

－ 

各小中学校等 

 

75 人 

－ 

12/24  赤見校区内で「交通安全教室」を開催 赤見小学校 107 人 

8/下旬 

【学校外活動】 

小中学校（8 校）の取り組みを支援 

 「あいさつ運動」「読み聞かせ」「ボランティ

ア活動」「やきいも、もちつき体験」など 

各小中学校 
延べ 

約 12,779 人 

10/下旬 

【その他】 

1. あいさつ運動「ポスター」の作製及び配布 

 町内会(54 町内)、小中学校(8 校) 

各町内 

各小中学校 
200 枚 

11/下旬 

2.小中学生の健全育成標語の取りまとめ 

(1)優秀作品を記載した「クリアファイル」を

作製し、小中学校(7 校)の児童生徒へ配布 各町内 

各小中学校 

約 3,000 枚 

(2)優秀作品が記載したされた「ポスター」を

作製及び配布 

町内会(54 町内) 小中学校(7 校) 

300 枚 
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8/23 

8/30 

【公民館】 

家庭・青少年事業(親子ふれあい教室) 

(1) DNA の紙模型を親子で作ろう 

(2) 親子グミづくり体験 

 

 

西成公民館 

西成公民館 

 

 

32 人 

26 人 

 

エ.地域振興部会関係 

月/日 内 容 場所等 参加人数等 

 

7/上旬 

【臼台祭・芝馬祭のポスター作製及び配布】 

 町内会(54 町内)、公共施設等(109 施設) 
－ － 

 

9/30 

～ 

1/19 

【第５回「ザ！フォトｉｎにしなり+祭り」】 

(1)掲示用「ポスター」の作製及び配布 

 町内会(54 町内)、公共施設等(97 施設) 

 

各町内他 

 

300 枚 

(2)応 募：18 人から 61 作品 

西成公民館 － (3)審査会：12 月 8 日(月)開催 

(4)表彰式：1 月 19 日(月)開催 

11/3 

【にしなり探検隊(ウォーキング大会)】 

 約 5.7 ㎞のコースを瀬部校区内の名所「八劔

社・観音寺（臼台祭）」「金刀比羅神社」「地

域文化広場」などをウォーキング 

瀬部小学校を

起点 
183 人 

 

5/12 

7/7 

9/1 

 

11/10 

3/2 

【にしなりの昔を知ろう】 

1.瀬部編(瀬部に下屋敷があった、4,000 石の阿部家について) 

2.特別講師編(浅野長政出生地と『武功夜話』) 

3.春明編(春明の上（かみ）、中（なか）、下（しも）の奈良 3

村について) 

4.浅野地区編(「浅野長政と小牧・長久手の戦い」 後編) 

5.特別企画(丹羽郡小折郷の話 ～生駒家の系譜を辿る～) 

西成公民館 

60 人 

52 人 

61 人 

 

57 人 

60 人 

 

7/27 

【公民館】 

魅力ある地域づくり事業(公民館夏祭り) 

  

西成公民館 

駐車場 

 

延 1,000 人 

 

オ.広報部会関係 

月/日 内 容 場所等 参加人数等 

 

隔月 

【協議会だより】 

 「西成連区地域づくり協議会だより」を偶数

月に発行し、全戸配布(カラー印刷) 

－ － 

 

随時 

【HP にしなり】 

「HP にしなり」の情報更新、各部会のブロ

グへの投稿 

－ － 
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カ.執行役員会関係 

月/日 内 容 場所等 参加人数等 

 

6/11 

【執行役員会議】 

1.第 1 回執行役員会(校区長会と合同開催) 

 校区持ち回り事業の事業概要 

部会予算の説明 他 西成公民館 

12 人 

11/11 

2.第 2 回執行役員会(校区長会と合同開催) 

 校区持ち回り事業の結果報告 

部会予算の執行状況 他 

13 人 
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収入の部 単位（円）

予算額 決算額 摘　要

8,638,000 8,638,000

3,329,400 3,364,390

6,152,178 6,152,178

127,422 373,435 印刷代、貯金利息等

18,247,000 18,528,003

支出の部 単位（円）

予算額(Ａ) 決算額(Ｂ) 摘　要

474,000 336,395

事 務 費 381,000 309,513 消耗品等

会 議 費 93,000 26,882 部会等のお茶代

17,162,000 12,346,734

福 祉 安 全 部 会 7,764,000 6,796,482 敬老会、防犯、部会直営

生 活 環 境 部 会 5,276,000 2,315,126
公民館、高齢者、資源回
収、部会直営

健 全 育 成 部 会 1,669,000 1,199,390
公民館、学校外、交通安
全、部会直営

地 域 振 興 部 会 941,000 713,206
公民館、学校外、部会直
営

広 報 部 会 1,512,000 1,322,530
協議会だより、ＨＰ「に
しなり」

276,000 275,480 ・予備費から36,920円充当

335,000 36,920 ・備品整備費へ36,920円流用

0 5,532,474

18,247,000 18,528,003

費目間の流用を認める

２．収支決算報告

費　目

一 宮 市 交 付 金

一宮市社会福祉協議会
西 成 支 会 補 助 金 等

前 年 度 繰 越 金

備 品 整 備 費

次 年 度 繰 越 金

合　計

諸 収 入

合　計

費　目

会 務 費

事 業 費

予 備 費
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2025 年度西成連区地域づくり協議会の事業報告書並びに

収支決算書を以上のとおり提出いたします。 

 

 

2026 年 3 月 25 日 

 

西成連区地域づくり協議会 

会 長 今 井 敏 和 

 

 

 

 

 

 

2025 年度監査報告書 

 

 西成連区地域づくり協議会の事業並びに収支決算ついて、

2026 年 3 月 13 日西成出張所にて、関係諸帳簿、証拠書類及

び貯金通帳等を慎重に監査しましたが、いずれも正確に処理

されておりましたことを報告いたします。 

 

 

2026 年 3 月 25 日 

 

西成連区地域づくり協議会 

監事 村 上 史 郎 

監事 石 井 一 仁 
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議案第２号 

役員改選について 

 

会 長（ １ 名） 

 過去に、原則、町会長連区代表者の経験がある者で、総会で選任 

 

 

副会長（ ２ 名） 

理 事（若干名） 

会 計（ ２ 名） 

監 事（ ２ 名） 

会長が指名し、総会で選任 

 

 

部会長（ ５ 名） 

 部会員の互選により選任 
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西成連区地域づくり協議会会則 

 

第1章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、西成連区地域づくり協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 協議会は、地域で各種共同活動を行い、地域住民の共通の利益の増進、生活環境の保

持・改善に努め、文化・福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的と

する。 

（活動） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

(1) 安心・安全な地域づくりを推進するための事業 

(2) 環境問題に関する事業 

(3) 児童及び青少年の健全育成を図る事業 

(4) 高齢者及び障害者福祉の推進を図る事業 

(5) 地域の伝統、文化、スポーツの振興に関する事業 

(6) 地域の情報・活動を周知する事業 

(7) 町内会及び各種団体との連絡調整 

(8) その他地域の特性を生かした事業 

（事務所） 

第４条 協議会の事務所は、西成出張所内に置く。 

（組織） 

第５条 協議会は、別表に定める団体の役員及び経験者等で組織する。 

２ 事業所、民間非営利活動組織及びその他任意団体で協議会の趣旨に賛同するときは、役員

会の承認を得て、前項の構成団体とすることができる。 

 

第２章 会議 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、総会、執行役員会、役員会及び部会とする。 

（総会） 

第７条 総会は、協議会の最高議決機関であって、別に定める西成連区地域づくり協議会部会
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員名簿の部会員（以下「部会員」という。）をもって構成し、毎年1回、定期総会を開催す

るほか、会長が必要と認めた場合又は役員の3分の1以上の請求があった場合には、その都度

臨時総会を開催する。 

２ 総会は、次の事項を審議し、決定する。 

(1) 協議会の事業計画及び予算に関すること。 

(2) 協議会の事業報告及び決算を承認すること。 

(3) 協議会の会長、副会長、理事、会計、監事、部会長を選任すること。 

(4) 会則の制定及び改廃に関すること 

(5) その他協議会に関する重要事項に関すること。 

（執行役員会） 

第８条 執行役員会は、常設の議決機関で、役員会の中から選出された者で構成され、必要に

応じて会長が招集する。 

２ 執行役員会は、次の事項を審議し、決定する。 

(1) 事業全体の方針を審議し、決定する。 

(2) 役員会へ提出される前の事業計画及び予算を審議し、決定する。 

(3) その他役員会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決すること。 

（役員会） 

第８条の２ 役員会は、常設の議決機関で、部会員の中から選出された者で構成され、必要に

応じて会長が招集する。 

２ 役員会は、次の事項を審議する。 

(1) 事業計画及び予算を審議し、事業報告及び決算を行うこと。 

(2) 総会がやむを得ない事情で開催できない場合、総会機能を代行すること。 

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決すること。 

（部会） 

第９条 部会は福祉安全部会、生活環境部会、健全育成部会、地域振興部会、広報部会の５つ

の部会とし、必要に応じて部会長が招集する。 

２ 部会は、各所管事項の企画及び執行に当たる。 

３ 部会には、副部会長若干名と総務（記録、広報担当、会計）1名を置く。 

（会議の議決） 

第１０条 会議の議事は、出席者の過半数によって決する。 ただし、可否同数の場合は、会議

の長がこれを決する。 
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第３章 役員 

（役員） 

第１１条 協議会に次の役員を置く。 

(1) 会長         １名 

(2) 副会長        ２名 

(3) 理事        若干名 

(4) 会計         ２名 

(5) 監事         ２名 

 (6) 部会長        ５名 

２ 会長は、原則、過去に町会長連区代表者の経験がある者で、現にその職にない者をもって

充てることとし、総会で選任する。 

３  第１項第２号から第５号に掲げる役員は会長が指名し、総会で選任する。 

４ 部会長は部会員の互選により選任する。 

５ 監事は、他の役員を兼ねることはできない。 

６  必要に応じ役員会の承認を得て、協議会に相談役又は顧問を置くことができる。 

（役員の任務） 

第１２条 役員の任務は、次のとおりとする。 

(1) 会長は、協議会、執行役員会及び役員会を代表し、会務を総括する。 

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

(3) 会計は、協議会の運営及び活動に伴う経理事務を担当する。 

(4) 監事は、協議会の会計監査の事務を担当する。 

(5) 部会長は、担当部会の運営に当たる。 

（役員の任期） 

第１３条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないが、その期間は通じて原則４

年を超えることはできない。 

２ 補欠役員等の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第４章 会計 

（会計） 

第１４条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 

２ 協議会の経費は、地域づくり協議会交付金、その他の収入とする。 
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（帳簿の整備） 

第１５条 協議会は、会計に関する帳簿を整備しなければならない。 

２ 西成連区の住民が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させ

なければならない。 

（監査） 

第１６条 監事は、会計年度終了後に会計及び事務の監査を行い、総会に報告する。 

 

第５章 その他 

（組織と活動の特例） 

第１７条 協議会の活動を円滑に行うため、小学校区又は中学校区を単位とした組織運営及び

活動ができるものとする。 

２ 前項の小学校区又は中学校区を単位とした活動を行うときは、役員会の承認を受けなけれ

ばならない。 

（雑則） 

第１８条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。 

 

付 則 

１ この会則は、平成20年5月2日から施行する。 

   付 則（平成21年4月30日改正） 

１ この会則は、平成21年4月30日から施行する。 

   付 則（平成24年3月27日改正） 

１ この会則は、平成24年3月27日から施行する。 

   付 則（平成25年3月27日改正） 

１ この会則は、平成25年3月27日から施行する。  

付 則（平成2８年3月２９日改正） 

１ この会則は、平成2８年3月２９日から施行する。 

付 則（平成2９年3月２８日改正） 

１ この会則は、平成2９年3月２８日から施行する。 

付 則（平成３１年3月２５日改正） 

１ この会則は、平成３１年3月２５日から施行する。 

付 則（令和２年3月３０日改正） 
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１ この会則は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則（令和４年３月２３日改正） 

1 この会則は、令和４年４月１日から施行する。 

付 則（令和５年３月２２日改正） 

1 この会則は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第5条関係） 

西成連区町会長協議会 西成連区民生児童委員協議会 

西成公民館 西成連区交通安全会 

西成連区防犯委員会 西成連区自主防災会連絡協議会 

一宮市消防団西成南分団及び北分団 西成連区資源回収推進協議会 

西成連区廃棄物減量等推進員会 西成連区児童育成協議会 

西成小学校 西成小学校ＰＴＡ 

瀬部小学校 瀬部小学校ＰＴＡ 

赤見小学校 赤見小学校ＰＴＡ 

浅野小学校 浅野小学校ＰＴＡ 

西成東小学校 西成東小学校ＰＴＡ 

西成中学校 西成中学校ＰＴＡ 

西成東部中学校 西成東部中学校ＰＴＡ 

南部中学校 南部中学校ＰＴＡ 

西成連区学校外活動推進委員会 西成連区老人クラブ連合会 

スポーツ推進委員 瀬部山車・臼台祭保存会 

西成連区グラウンドゴルフクラブ 一宮つつじ祭推進協議会 

水法芝馬祭保存会 西成連区保護司会 

ＭＡＣ 一宮市身体障害者福祉協会西成支部 

一宮市社会福祉協議会西成支会 西成連区内の派出所及び交番 

一宮市赤十字奉仕団西成分団 時之島協和会 

西成連区遺族会 子育てネットワーカー 

西成連区女性の会 

一宮市高齢者の生きがいと健康づくり推進協議会西成支部 
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議案第３号 

2026 年度事業計画（案）について 

 

ア.福祉安全部会 

事業名 内 容 

敬 老 会 ・満 77 歳以上の敬老会対象者にお祝い品を贈呈 

見 守 り ネ ッ ト ワ ー ク ・「たすけあい避難名簿」の研修会を開催  

認知症サポーター養成講座 ・講座の開催(南部中学校に要請及び町会長を対象) 

防 災 

・防災訓練活動計画の立案 

校区持ち回り事業：浅野校区で実施 

災害時安否確認カードの配付及び実施訓練を予定 

西 成 お も い や り 川 柳 ・『西成おもいやり川柳』コンテストの実施 

防 犯 

・のぼり旗の設置(全町内、小中学校、保育園) 

・啓発チラシ(全町内) 

・小中学校への助成 

・防犯パトロール隊（青パト）への助成 

 

イ.生活環境部会 

事業名 内 容 

公 民 館 

・成人高齢者学習事業、女性学習事業 

各種講座の開設 

・体育レクリエーション事業 

4 校下の町内運動会及びスポーツ大会の開催 

・学習発表会事業 

  文化展の開催 

高 齢 者 
・教養講座の開設(4 校区) 

・趣味クラブの支援 

環 境 美 化 

・連区一斉ごみゼロ運動スタート式の開催 

  校区持ち回り事業：赤見校区で実施 

・ボランティア活動(アダプトプログラム)の推進 

  にしなり美化 155 会の活動 

・ビューティーフルウインドウズ運動の展開 

  通学路花いっぱい運動 
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ウ.健全育成部会 

事業名 内 容 

公 民 館 
・家庭青少年学習事業 

  親子ふれあい教室の開催 

学 校 外 活 動 ・小中学校への取り組みを支援 

交 通 安 全 

・交通安全教室の開催 

  校区持ち回り事業：瀬部校区で実施 

・のぼり旗の設置(全町内、小中学校、保育園) 

・啓発用品の配布(新規老人クラブ員、小中学校、保育園) 

そ の 他 

・あいさつ運動 

  ポスターの作製及び配布 

・健全育成標語 

  標語の取りまとめ、ポスターの作製及び配布 

 

エ.地域振興部会 

事業名 内 容 

公 民 館 
・魅力ある地域づくり事業 

  夏祭りの企画及び開催 

写 真 コ ン テ ス ト 
・写真コンテストの開催 

  第 6 回「ザ！フォトｉｎにしなり+祭り」 

に し な り の 昔 を 知 ろ う 
・にしなりの昔を知ろう 

  勉強会の開催 

学 校 外 活 動 
・にしなり探検隊(ウォーキング大会)の開催 

  校区持ち回り事業：西成校区で実施 

 

オ.広報部会 

事業名 内 容 

協 議 会 だ よ り ・広報誌を偶数月に発行し全戸配布(カラー印刷) 

H P に し な り の 運 営 ・情報更新及び各部会のブログへの投稿 

そ の 他 ・情報発信の開拓 

 

カ.執行役員会 

事業名 内 容 

執 行 役 員 会 

・執行役員会の開催 

  町会長協議会の校区長会と合同開催 

  町会長協議会との連携強化 
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議案第４号 

2026 年度収支予算（案）について 

 

収入の部 単位（円）

当初予算額 前年度予算額 前年度決算額 摘　要

8,761,000 8,638,000 8,638,000

3,329,400 3,329,400 3,364,390

5,532,474 6,152,178 6,152,178
団体繰越金、地域づ
くり協議会繰越金

129,126 127,422 373,435 印刷代、貯金利息等

17,752,000 18,247,000 18,528,003

支出の部 単位（円）

当初予算額 前年度予算額 前年度決算額 摘　要

421,000 474,000 336,395

事 務 費 307,000 381,000 309,513 消耗品等

会 議 費 114,000 93,000 26,882 部会等のお茶代

16,760,000 17,162,000 12,346,734

福 祉 安 全 部 会 8,094,000 7,764,000 6,796,482
敬老会、防犯、部会
直営

生 活 環 境 部 会 4,892,000 5,276,000 2,315,126
公民館、高齢者、資
源回収、部会直営

健 全 育 成 部 会 1,491,000 1,669,000 1,199,390
公民館、学校外、交
通安全、部会直営

地 域 振 興 部 会 803,000 941,000 713,206
公民館、学校外、部
会直営

広 報 部 会 1,480,000 1,512,000 1,322,530
協議会だより、HP
「にしなり」

273,000 276,000 275,480

298,000 335,000 36,920

0 0 5,532,474

17,752,000 18,247,000 18,528,003

費　目

会 務 費

費目間の流用を認める

事 業 費

備 品 整 備 費

予 備 費

合　計

費　目

一 宮 市 交 付 金

一 宮 市 社 会 福 祉 協 議 会
西 成 支 会 補 助 金 等

前 年 度 繰 越 金

次 年 度 繰 越 金

諸 収 入

合　計

 


